
屋外広告物の許可申請手続きについて 

問合先 

 藤井寺市都市整備部都市デザイン課 

 電話 072-939-1207 

 FAX 072-952-9504 

 メール tokei@city.fujiidera.lg.jp 

施工

許可申請
（様式第１号）

納付書の発行

許可書・許可証の発行

審査

完了の届出
（様式第８号）

撤去した場合・期間満
了後継続しない場合
(5日以内に撤去が必要)

継続許可申請
（様式第１号）

※期限満了の2週間前まで（※3）

変更許可申請
（様式第１号）

表示内容・数量等
を変更する場合

代表者・管理者等
を変更した場合

変更の届出
（様式第９号）
※変更後5日以内

撤去の届出

納付の確認(窓口持参、FAX等)が
出来た時点で、許可の可否につい
て審査を行います。

審査手数料に関する通知と手数料納
付書を発行します。（※2）

※１ 申請書は２部、届出は１部提出して下さい。
※２ ①申請手数料納付書、 ②許可書・許可証 の郵送を希望の方は、申請時に下記の

封筒を提出して下さい。
①：定形封筒(110円切手貼付） 1枚
②：副本が入る大きさの封筒（所要分の切手貼付） 1枚

※3 許可期間が満了した場合、新規申請として取り扱うため、再度図面の添付が必要とな
ります。なお許可期間が満了した高さ4mを超える広告物の場合は、新規の申請でも
安全性確認のため「安全点検報告書(様式第2号)」が必要です。（完全新設は不要）

★申請書及び添付書類は、
藤井寺市役所4階都市デザイン課に
正副2部提出して下さい。(郵送可)
申請書は窓口での受け取りのほか、
市ホームページからもダウンロー
ド出来ます。（※1）

期間満了後も同じ内容で
継続して設置する場合

市指定の金融機関で、納付書
を使用して現金納付してくだ
さい。

管理者が府内に住所を有しな
い場合、府内に住所を有し、
直接に管理を行う者の選任が
必要です。

工事施工者が屋外広告業者の場合、
知事の登録が必要です。
（P.21参照）

審査手数料の納付

審査の結果、掲出・設置を許
可する場合は、許可書・許可
証を発行します。 （※2）


